
 

 

 

第 77 回国民体育大会警備・消防防災基本方針の改正 

 

 

１ 改正の趣旨 

 第 77 回国民大会冬季大会の栃木県開催が決定されたことから、国民体育大会本大会に係る基本

方針として策定（平成30年２月13日 第 10回常任委員会決定）した「第77回国民体育大会警備・

消防防災基本方針」について、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

 警備対策、消防防災対策、大規模災害・突発重大事案対策に係る業務の実施場所について、冬季

大会開始式・表彰式会場を追加する。 

 

３ 改正案 

現 行 改正案 

第77回国民体育大会警備・消防防災基本方針 いちご一会とちぎ国体警備・消防防災基本方針 

１ 警備対策 

  総合開・閉会式会場、競技会場、練習会場、

宿泊施設及び沿道等における事件・事故防止を

重点とした適切な警備に関する諸対策を講じ

る。 

１ 警備対策 

  総合開・閉会式会場、冬季大会開始式・表彰

式会場、競技会場、練習会場、宿泊施設及び沿

道等における事件・事故防止を重点とした適切

な警備に関する諸対策を講じる。 

 

２ 消防防災対策 

  総合開・閉会式会場、競技会場、練習会場、

宿泊施設及び沿道等の、火災その他の災害予防

並びに災害発生時における情報収集・伝達、避

難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

２ 消防防災対策 

  総合開・閉会式会場、冬季大会開始式・表彰

式会場、競技会場、練習会場、宿泊施設及び沿

道等の、火災その他の災害予防並びに災害発生

時における情報収集・伝達、避難誘導、救急・

救助等に関する諸対策を講じる。 

 

３ 大規模災害・突発重大事案対策 

  総合開・閉会式会場、競技会場、練習会場等

での大規模災害及び突発重大事案発生時には、

関係機関及び団体と速やかに連絡調整を図り、

情報収集・伝達、避難誘導、救急・救助等に関

する諸対策を講じる。 

３ 大規模災害・突発重大事案対策 

  総合開・閉会式会場、冬季大会開始式・表彰

式会場、競技会場、練習会場等での大規模災害

及び突発重大事案発生時には、関係機関及び団

体と速やかに連絡調整を図り、情報収集・伝達、

避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じ

る。 

 

第６号議案 

令和元年８月９日 第１回警備・消防専門委員会審議事項 


